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平成３１年１月２５日 

京丹後市 

 

「京丹後市障害の特性に応じたコミュニケーション促進条例骨子（案）」 

に対する意見募集の結果 

 

 京丹後市では、京丹後市障害の特性に応じたコミュニケーション促進条例骨子（案）に対

する意見の募集を、平成３０年１２月２５日から平成３１年１月１５日まで行いました。そ

の結果、１９件のご意見をいただきましたので、その要旨と京丹後市の考え方を公表します。

今後、いただいたご意見を参考に京丹後市障害の特性に応じたコミュニケーション促進条例

の策定等の準備を進めていくことといたします。 

 

１ 概要 

京丹後市では、障害の特性に応じたコミュニケーション促進条例の策定を行うため、平

成３０年１２月２５日から平成３１年１月１５日まで意見の募集を行いました。 

その結果、１９件のご意見をいただきました。いただいたご意見の要旨と京丹後市の考

え方は別紙のとおりです。 

 

２ 今後の予定 

京丹後市では、平成３１年４月を目処に京丹後市障害の特性に応じたコミュニケーショ

ン促進条例の施行の準備を進めていくことといたします。 

 

【連絡先】 

       担当課：京丹後市健康長寿福祉部障害者福祉課 

       所在地：〒627-0012 京丹後市峰山町杉谷６９１番地 

       電 話：0772-69-0320 

       ＦＡＸ：0772-62-1156 

       電子メール: shogaishafukushi@city.kyotango.lg.jp 
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別紙「京丹後市障害の特性に応じたコミュニケーション促進条例骨子」 

に対する意見と市の考え方 

                              （敬称等は略）  

項目 意見要旨 市の考え方 

市民の役割 

 

 

 

「施策に協力するよう努め

る」という方向だけでよいの

でしょうか。条例上の表現な

ので、やむを得ないのかも知

れませんが、市の施策に協力

するのはもちろんですが、施

策にないことでも、条例趣旨

にそったことであれば、どん

どん独自に展開することを推

奨されるのではないかと思い

ます。そういうニュアンスの

表現でもよいと思います。 

 

本条例は、市民個人に対して

義務を負わせるものではな

く、障害のある人への理解を

促進し、共生社会の実現に向

けて市全体で進めていこうと

いう理念を大切に取組むこと

としています。 

事業者の役割 

 

障害のある人が利用する事業

所や障害のある人が働いてい

る職場は、その障害のある人

が、どの様にしたら理解しや

すいか、コミュニケーション

をとりやすいかを京都府発達

障害者支援センター（はばた

き）や地域支援センターなど

の専門機関と連携をしながら

行なってほしいです。 

 

障害の特性、障害の特性にあ

ったコミュニケーション手段

の理解の促進と合わせて、専

門機関・相談機関の周知や情

報提供に努め、事業所や職場

において合理的配慮の提供が

進むよう取組むこととしてい

ます。 

市民の役割 

事業者の役割 

コミュニケーション支援従事

者だけががんばればよい、と

いうような捉え方にならない

ようにお願いします。（きっ

と他のカ所で、そういうこと

が表現されているのだろうと

思いますが）公的な場所など

では、一定の技術や訓練を受

けた通訳者や支援者が必要で

すが、友達とか隣近所、お店

の方なども理解を持って接す

ることが必要ですし、発達障

害や自閉の方には親が、一番

通じる方法を知っている方に

なることも多いのでしょう。 

 

障害の特性に応じたコミュニ

ケーションの促進は、特定の

人や事業者のみが取り組むの

ではなく、すべての市民・事

業者が本条例の基本理念の理

解を深め、コミュニケーショ

ン手段の理解や促進に努める

ことと記載しています。 

施策の基本方針 

 

 

同じ障害を持つ当事者が集

い、コミュニケーションを取

り合う活動の支援に関すこと

を施策に追加すべきです。 

基本施策の④の「障害の特性

に応じたコミュニケーション

手段を利用した情報発信と支

援に関すること」に包含して

います。 
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項目 意見要旨 市の考え方 

施策の基本方針 

 

 

市職員のコミュニケーション

に関する研修の実施に関する

ことではなく、明確に実施す

ることとするべきです。 

条文の冒頭に、「次に掲げる

施策を推進するものとする。」

と明記し、各施策については

「関すること」という形に統

一したものです。 

 病院、銀行、郵便局、市役所

などの窓口に「耳マーク」の

掲示やメモ用紙などが準備し

てあることで、聞こえに不安

のある方、聴覚障害者の方々

も安心して相談にいけると思

います。 

条例では、施策の基本方針を

定めることとしており、具体

的な施策、事業及び実施方法

等については、いただいたご

意見も参考にさせていただ

き、関係者とも協議しながら

検討していきます。 

 障害者向けの日常生活用具

（コミュニケーション支援用

具等）の支給対象の見直しを

お願いします。 

 

 病院や公的機関の利用につい

て「平易な言葉によるガイド

ブック」の作成をしたら良い

と思います。 

障害者理解に係る講座や教室

は、障害者本人、家族と各種

団体へも協力を求めて実施し

たら良いと思います。 

 災害時等で情報を得られない

聴覚障害者に対して公共機

関、市災害対策本部等で伝達

手段を工夫、整備をお願いし

ます。 

災害時の発達障害児・者支援

向けのリーフレット等の作成

をしたら良いと思います。 

 災害時の安否確認、避難所等

におけるコミュニケーション

ツールの工夫が進むようお願

いします。 

 

避難所での発達障害の人が理

解しやすい視覚化された情報

提供を整備して下さい。 

 市の総合防災訓練で障害者支

援事業所の協力を得て実施し

てほしいです。 

用語の解説 

 

障害の特性に応じたコミュニ

ケーション手段に発達障害

児・者の中には、絵や図の他

にスケジュール表が大切なも

のです。入れてほしいです。 

 

 

コミュニケーション手段につ

いては、障害特性に応じた代

表的なものを記載していま

す。 
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項目 意見要旨 市の考え方 

その他 

 

条例の周知には点字・音訳・

ルビ版、知的障害者向けの「わ

かりやすい版」などの作成が

良いと思います。   

ご意見を参考に、わかりやす

い条例周知の方法を検討しま

す。 

 

 

本条例は、視覚障害者にとっ

て嬉しい限りです。手話言語

条例ばかりが話題になり、情

報障害者は聴覚障害者だけで

はない。京丹後市には多くの

情報障害者がおられます。そ

の人達が全て満足する条例を

作るのは無理だと思います

が、市が目指していることは、

頑張って下さいとエールを送

ります。私たち視覚障害者が

何をして協力するのか模索し

なければならないと思いま

す。視覚障害者、高齢者、そ

の他情報入手がしにくい人達

との横の連携を図る必要があ

ります。視覚障害者は声を出

して不自由なことをアピール

することが出来ますが、声が

出ない障害の人達の思いがわ

からないので、何とか聞きた

いと思います。コミュニケー

ションを図る手段として最近

ＡＩの活用も良いと思います

が、そのような機器を使えな

い障害者が多くおられます。

こうした人達に手をさしのべ

る必要があると思います。 

地域全体で障害のある人のコ

ミュニケーションの促進が図

られるには、設備や用具の普

及も大切ですが、障害のある

人もない人も、そして障害の

種別の枠を越えて、一緒に活

動し、交流の輪が広がってい

くことが理解促進の要である

と考えます。そのためには、

知識だけではなく、実際に交

流することを通じて、障害に

対する先入観や不安感を解消

していくことが重要な視点で

す。市民が様々な場所や場面

において、自然に障害のある

人の状況や声に耳を傾け、自

然にサポートができる地域を

目指すことは、市民一人ひと

りを互いに大切に思いやる地

域へと繋がっていくことと考

えます。全市民が地域を担う

一員として力を合わせ、誰も

が繋がり合い、支え合いなが

ら、安心して暮らせる地域社

会を目指し、一つずつ大切に

取組みを検討し、展開してい

きたいと考えます。 

 

 コミュニケーション手段の確

保は活動に参加できるための

ものではなく、障害者が暮ら

しやすく、生活しやすくする

ために必要なものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害に対する差別や偏見を助

長しているのは、障害のこと

を「知らない」いうことがあ

ります。作業所と小学校との

交流がありました。「最初は

この人達は何もできないのか

なと思っていましたが、それ

は間違いだと気づきました」

という内容が多くありまし

た。触れ合う事そのものがコ

ミュニケーション手段だと思

います。 

 


